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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着脱可能な記録媒体が装着されたことを検知する記録媒体装着検知手段と、
　前記記録媒体に記録されているファイルを解析するファイル解析手段と、
　前記記録媒体に存在する、ファイルシステムで管理される第一領域の記録内容を代表す
る代表情報を、前記記録媒体に存在する、ファイルシステム管理外領域である第二領域に
記録する代表情報記録手段と、
　前記記録媒体装着検知手段によって前記記録媒体の装着が検知されたとき、前記ファイ
ル解析手段によるファイル解析に先立って、前記記録媒体の前記第二領域に記録された代
表情報を出力手段に出力する制御手段と、
　記録媒体カバーの開閉状態を検知する記録媒体カバー検知手段とを備え、
　前記制御手段は、前記代表情報を出力手段に出力した後、前記記録媒体カバー検知手段
によって前記記録媒体カバーが開状態から閉状態に変化したことを検知したとき、前記フ
ァイル解析手段によるファイル解析を開始することを特徴とする再生装置。
【請求項２】
　着脱可能な記録媒体が装着されたことを検知する記録媒体装着検知手段と、
　前記記録媒体に記録されているファイルを解析するファイル解析手段と、
　前記記録媒体に存在する、ファイルシステムで管理される第一領域の記録内容を代表す
る代表情報を、前記記録媒体に存在する、ファイルシステム管理外領域である第二領域に
記録する代表情報記録手段と、
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　前記記録媒体装着検知手段によって前記記録媒体の装着が検知されたとき、前記ファイ
ル解析手段によるファイル解析に先立って、前記記録媒体の前記第二領域に記録された代
表情報を出力手段に出力する制御手段と、
　計時手段とを備え、
　前記制御手段は、前記代表情報を出力手段に出力した後、前記計時手段によって所定時
間経過したことを検知したとき、前記ファイル解析手段によるファイル解析を開始するこ
とを特徴とする再生装置。
【請求項３】
　前記代表情報は、画像及び文字列のいずれか一方又は両方からなることを特徴とする請
求項１又は２に記載の再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、着脱可能な記録媒体が装着される再生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体メモリカードの大容量化が著しく、メモリカード１枚に多くのコンテンツ
を記録できるようになった。また、メモリカードの低価格化により、一人で複数枚のメモ
リカードを所有するケースが増えている。
【０００３】
　メモリカードはサイズが小さく、ディスクメディアのようにメディア表面のレーベルに
タイトルやメモを記入することができないため、外見から記録内容を確認するのは困難で
ある。そのため、デジタルカメラ等において、過去に撮影された所望の画像がどのメモリ
カードに記録されているかを探すためには、メモリカードを装着して、再生を行う必要が
ある。
【０００４】
　記録された画像が多い場合、メモリカードを装着した直後の初期処理（メモリカードア
クセス初期化処理、ファイル解析処理、再生準備処理等を含む）に時間が掛かり、再生が
開始されるまでユーザは待たなくてはならない。また、初期処理終了後に始めに表示され
る画像が記録内容を表した特徴的なもの（代表的なもの）でない場合、内容の確認のため
に画像を順次再生しなくてはならない。更に、メモリカードが複数枚あると、目的のメモ
リカードが見つかるまでこれらの作業を繰り返し行う必要があり、ユーザの負担が大きく
なる。
【０００５】
　また、メモリカードを装着して内容の再生を行う際に、ファイル数等の解析を行い、記
録された画像の一覧表示等を行うようにしたものもある。しかしながら、一覧表示のため
の処理時間は、一般にメモリ容量の増加やファイル数の増加に伴って長くなり、再生が開
始されるまでユーザは待たなくてはならない。また、メモリカードが複数枚あると、目的
のメモリカードが見つかるまでこれらの作業を繰り返し行う必要があり、ユーザの負担が
大きくなる点は変わらない。
【０００６】
　上記のような課題を解決するために、記録媒体にＩＣタグを付けることにより、記録内
容をユーザに瞬時に知らせる発明が開示されている（例えば特許文献１を参照）。
　また、その他の技術として、ビデオテープの装着が認識されたら、テープに記録された
ラベル情報（録画日付やタイトル）を解析して表示させる内容が開示されている（例えば
特許文献２を参照）。さらに他の技術は、電源投入に応じて、動画像情報の撮影及び記録
が可能となるまでの所定期間、記憶された代表画像信号による画像を表示させる内容が開
示されている（例えば特許文献３を参照）。
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－２６７７３１号公報
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【特許文献２】特開平０２－２５７４８５号公報
【特許文献３】特開２００６－００５７２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１にあるように記録媒体にＩＣタグを付ける構成とすると、記
録媒体やホスト機器にアンテナや読み取り装置を新たに追加する必要があり、コストが掛
かってしまう問題がある。
　また、特許文献２はテープ媒体での内容であるので、メモリカードのようにサイズが小
さく、メディア表面のレーベルにタイトルやメモを記入することができないものは外見か
ら記録内容を確認するのは困難である。
　また、特許文献３ではユーザが選んだ代表画像しか表示させることができず、結局は内
容の確認のために画像を順次再生しなくてはならないという問題がある。
【０００９】
　本発明は上記のような点に鑑みてなされたものであり、コストアップすることなく、ユ
ーザが記録媒体の記録内容を簡易かつ迅速に確認できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の再生装置は、着脱可能な記録媒体が装着されたことを検知する記録媒体装着検
知手段と、前記記録媒体に記録されているファイルを解析するファイル解析手段と、前記
記録媒体に存在する、ファイルシステムで管理される第一領域の記録内容を代表する代表
情報を、前記記録媒体に存在する、ファイルシステム管理外領域である第二領域に記録す
る代表情報記録手段と、前記記録媒体装着検知手段によって前記記録媒体の装着が検知さ
れたとき、前記ファイル解析手段によるファイル解析に先立って、前記記録媒体の前記第
二領域に記録された代表情報を出力手段に出力する制御手段と、記録媒体カバーの開閉状
態を検知する記録媒体カバー検知手段とを備え、前記制御手段は、前記代表情報を出力手
段に出力した後、前記記録媒体カバー検知手段によって前記記録媒体カバーが開状態から
閉状態に変化したことを検知したとき、前記ファイル解析手段によるファイル解析を開始
することを特徴とする。
　本発明の別の再生装置は、着脱可能な記録媒体が装着されたことを検知する記録媒体装
着検知手段と、前記記録媒体に記録されているファイルを解析するファイル解析手段と、
前記記録媒体に存在する、ファイルシステムで管理される第一領域の記録内容を代表する
代表情報を、前記記録媒体に存在する、ファイルシステム管理外領域である第二領域に記
録する代表情報記録手段と、前記記録媒体装着検知手段によって前記記録媒体の装着が検
知されたとき、前記ファイル解析手段によるファイル解析に先立って、前記記録媒体の前
記第二領域に記録された代表情報を出力手段に出力する制御手段と、計時手段とを備え、
前記制御手段は、前記代表情報を出力手段に出力した後、前記計時手段によって所定時間
経過したことを検知したとき、前記ファイル解析手段によるファイル解析を開始すること
を特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、記録媒体を装着すると、ファイル解析に先立って代表情報が出力され
るので、ユーザは記録媒体の記録内容を簡易かつ迅速に確認することができる。また、記
録媒体にＩＣタグを付けるような構成は不要で、コストアップすることもない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、添付図面を参照して、本発明の好適な実施形態について説明する。
（第１の実施形態）
　図１に、第１の実施形態に係るデジタルカメラ（以下、カメラと称する）の構成を示す
。ここでは、カメラ１００を用いてメモリカード等の記録媒体に画像記録・再生する例を
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説明する。カメラ１００は、カメラ全体を制御するシステムコントローラ１０１と、各機
能を処理するブロックとを含んで構成される。
【００１３】
　カメラ１００を用いて画像データを記録する際、まず撮像部１０２を通過した外光は撮
像素子の面上に光学像を結像し、撮像素子により電気信号に変換される。撮像部１０２は
、光学系とその光学系を制御するためのモータ、撮像素子等により構成される。撮像部１
０２から出力される電気信号は、画像処理部１０３によりデジタルデータに変換される。
デジタルデータは記録媒体インターフェイス１０４を経由して記録媒体１０６に記録され
る。記録媒体１０６は、カメラ本体の記録媒体装着部１０５に装着される着脱可能な記録
媒体である。
【００１４】
　また、カメラ１００を用いて画像データを再生する際、記録媒体１０６から記録媒体イ
ンターフェイス１０４を経由して読み出された画像データは、画像処理部１０３により表
示に最適なデータに変換された後、出力手段である表示部１０７に表示される。
【００１５】
　ユーザは、ユーザ操作部１０８を操作することによりカメラ１００の操作を行うことが
できる。
【００１６】
　本発明を実現するための各手段としてカメラ１００を機能させるプログラム群が記憶部
１１１に記憶されている。これらプログラム群は、システムコントローラ１０１を、マウ
ント処理手段１１２、ファイル解析手段１１３、代表情報作成手段１１４、代表情報有無
判定手段１１５、システムタイマ手段１１６として機能させる。
【００１７】
　図２は、記録媒体装着部１０５の構成を示すブロック図である。図２に示すように、記
録媒体装着部１０５は、記録媒体装着検知部２０１及び記録媒体カバー検知部２０２を含
んで構成される。記録媒体装着検知部２０１は、入力ポート１（Ｐ１０９）を介してシス
テムコントローラ１０１に記録媒体１０６の装着の有無を通知する。記録媒体カバー検知
部２０２は、入力ポート２（Ｐ１１０）を介してシステムコントローラ１０１に不図示の
記録媒体カバー（蓋）の開閉状態を通知する。
【００１８】
　図３は、記録媒体装着部１０５の記録媒体装着検知部２０１及び記録媒体カバー検知部
２０２の回路構成を示す図である。記録媒体装着検知部２０１において、図３（ａ）に示
すように、記録媒体装着部１０５に記録媒体１０６が装着されていない場合、スイッチ１
（ＳＷ２０３）は端子Ａ（Ｔ２０５）に接続され、システムコントローラ１０１の入力ポ
ート１（Ｐ１０９）にはＨＩＧＨ信号が入力される。また、図３（ｂ）に示すように、記
録媒体装着部１０５に記録媒体１０６が装着されている場合、スイッチ（ＳＷ２０３）は
端子Ａ（Ｔ２０５）から端子Ｂ（Ｔ２０６）に切り替わり、システムコントローラ１０１
の入力ポート１（Ｐ１０９）にはＬＯＷ信号が入力される。この信号の切り替わりにより
、システムコントローラ１０１は記録媒体１０６の装着の有無を検知することができる。
【００１９】
　記録媒体カバー検知部２０２も記録媒体装着検知部２０１と同様の構成になっている。
すなわち、記録媒体カバーが開いている場合、スイッチ２（ＳＷ２０４）が端子Ａ（Ｔ２
０５）に接続されて入力ポート２（Ｐ１１０）にはＨＩＧＨ信号が入力される。また、記
録媒体カバーが閉じている場合、スイッチ２（ＳＷ２０４）が端子Ｂ（Ｔ２０６）に接続
されて入力ポート２（Ｐ１１０）にはＬＯＷ信号が入力される。
【００２０】
　以下、カメラ１００の各処理動作について説明する。記録媒体１０６が装着されると、
マウント処理手段１１２によって記録媒体１０６のマウント処理が行われる。マウント処
理では、記録媒体１０６を使用するために必要な初期化コマンド、各種パラメータやレジ
スタの値を記録媒体１０６とカメラ１００との間で通信する。更にファイルシステムの設
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定初期化、情報取得も行い、マウント処理を行うことにより記録媒体１０６へのファイル
アクセスが可能となる。
【００２１】
　図４は、記録媒体１０６に記録されるファイルのファイル構成を示す図である。記録媒
体１０６に記録された画像データは、一連の数字と文字列から構成されるディレクトリ構
造を持ったファイル番号で管理されており（図４（ａ））、ファイル解析手段１１３によ
ってディレクトリ内のファイルを解析することができる。カメラ１００は、画像データが
記録された記録媒体１０６のルートディレクトリに存在する"DCIM"フォルダ以下を解析す
る。ファイル解析手段１１３は、ディレクトリ毎にどの番号のファイルが存在するかを検
索し、各ファイルのファイル拡張子を判別し、そのファイルが再生可能か否かを判定する
。
【００２２】
　また、詳しくは後述するが、代表情報作成手段１１４によって代表情報が作成される。
代表情報としての代表画像は、"TITLE.JPG"というファイル名でルートディレクトリの"PR
IVATE"フォルダ以下に記録される（図４（ｂ）を参照）。また、代表画像にタイトル（文
字列データ）が付される場合や代表情報としてタイトルのみが登録される場合、"TITLE.D
AT"というファイル名でルートディレクトリの"PRIVATE"フォルダ以下に記録される。
【００２３】
　次に、代表情報（代表画像やタイトル）を登録、消去する方法についてユーザ操作とカ
メラ１００の内部処理を交えて説明する。図５～７は、代表情報を登録、消去するための
手順を表示部１０７に表示されるユーザインターフェイスによって説明したものである。
【００２４】
　図８は、代表情報を登録するときの流れを示すフローチャートである。以下、図５を参
照しながら、代表情報を登録するときの流れを説明する。代表画像の登録は、再生モード
にて再生中の画像を選択することによって行う。図５（ａ）、（ｂ）に示すように、ユー
ザは１枚の画像を再生中に、メニュー選択画面を表示させる。メニュー選択画面（図５（
ｂ））においてユーザが「代表画像登録」を選択すると、図５（ｃ）に示すように、代表
画像登録メニュー画面に切り替わる。
【００２５】
　カメラ１００では、まずステップＳ１０１で、代表画像登録メニュー画面（図５（ｃ）
）において登録メニューのうち「代表画像登録」又は「タイトル登録」が選択されたか否
かを判定する。既に登録されている代表画像やタイトルがある場合は、「代表画像消去」
や「タイトル消去」を選択することもできる。
【００２６】
　ステップＳ１０１で「代表画像登録」が選択されると、ステップＳ１０２に進み、代表
画像登録決定の指示があるか否かを判定する。具体的には、代表画像登録メニュー画面（
図５（ｃ））においてユーザが「代表画像登録」を選択すると、図５（ｄ）に示すように
、代表画像登録決定画面に切り替わる。この代表画像登録決定画面で、ユーザは代表画像
登録決定を指示するとき「はい」を、キャンセルするとき「いいえ」を選択することがで
きる。
【００２７】
　ステップＳ１０２で代表画像登録決定の指示があると、ステップＳ１０３に進み、代表
画像記録処理を実行する。具体的には、代表画像登録決定画面（図５（ｄ））においてユ
ーザが「はい」を選択すると、代表画記録処理が実行される。カメラ１００は記録媒体１
０６内の"PRIVATE"ディレクトリに代表画像を"TITLE.JPG"というファイル名で保存する。
代表画像として選択された元画像は解像度が高いが、代表画像を高速に表示するために解
像度は低い方がよく、表示部１０７の解像度と同じにすると最適に表示することができる
。そこで、代表画記録処理では元画像を所定の解像度にリサイズしてから記録媒体１０６
に記録する。
【００２８】
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　代表画像記録処理後、ステップＳ１０４に進み、タイトル入力の要否を判定する。具体
的には、代表画像の記録が終了すると、図５（ｅ）に示すように、引き続きタイトル入力
選択画面が表示される。このタイトル入力選択画面で、ユーザはタイトルを入力するとき
「はい」を、タイトルを入力しないとき「いいえ」を選択することができる。なお、ステ
ップＳ１０１で「タイトル登録」が選択された場合、及び、ステップＳ１０３で代表画像
登録決定の指示が「いいえ」である場合もステップＳ１０４に進む。
【００２９】
　ステップＳ１０４でタイトル入力が必要である場合、ステップＳ１０５に進み、タイト
ル入力処理を実行する。具体的には、タイトル入力選択画面（図５（ｅ））においてユー
ザが「はい」を選択すると、図５（ｆ）に示すように、タイトル入力画面が表示され、タ
イトルを入力することができる。なお、ステップＳ１０４でタイトル入力が不要である場
合、本処理を終了する。
【００３０】
　タイトル入力処理後、ステップＳ１０６に進み、タイトル記録処理を実行する。具体的
には、タイトル入力画面（図５（ｆ））においてユーザがタイトル入力後「決定」を選択
すると、タイトル記録処理が実行される。カメラ１００は"PRIVATE"ディレクトリに文字
列データを"TITLE.DAT"というファイル名で保存する。
【００３１】
　以上の処理により代表情報登録処理が終了し、図５（ｇ）に示すように、その旨が画面
表示される。
【００３２】
　上記の手順で記録された代表画像は、図６（ａ）に示すように、タイトルが重畳されて
表示される。タイトルの入力を行わなかった場合は、図６（ｂ）に示すように、代表画像
のみが表示される。また、タイトルのみ入力されている場合は、図６（ｃ）に示すように
、タイトルが画面中心に表示される。
【００３３】
　図９は、代表情報を消去するときの流れを示すフローチャートである。以下、図５、６
を参照しながら、代表情報を消去するときの流れを説明する。
【００３４】
　カメラ１００では、まずステップＳ２０１で、代表画像登録メニュー画面（図５（ｃ）
）において登録メニューのうち「代表画像消去」又は「タイトル消去」が選択されたか否
かを判定する。
【００３５】
　ステップＳ２０１で代表画像消去が選択されると、ステップＳ２０２に進み、代表画像
消去決定の指示があるか否かを判定する。具体的には、代表画像登録メニュー画面（図５
（ｃ））においてユーザが「代表画像消去」を選択すると、図７（ａ）に示すように、代
表画像消去決定画面に切り替わる。この代表画像消去決定画面で、ユーザは代表画像登録
消去を指示するとき「はい」を、キャンセルするとき「いいえ」を選択することができる
。
【００３６】
　ステップＳ２０２で代表画像消去決定の指示があると、ステップＳ２０３に進み、代表
画像消去処理を実行する。
【００３７】
　代表画像消去処理後、ステップＳ２０４に進み、タイトル消去決定の指示があるか否か
を判定する。具体的には、代表画像消去決定画面（図７（ａ））においてユーザ「はい」
を選択すると、図７（ｂ）に示すように、引き続きタイトル消去決定画面が表示される。
このタイトル消去決定画面で、ユーザはタイトルを消去するとき「はい」を、タイトルを
消去しないとき「いいえ」を選択することができる。なお、ステップＳ２０１でタイトル
消去が選択された場合、及び、ステップＳ２０２で代表画像消去決定の指示が「いいえ」
である場合もステップＳ２０４に進む。
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【００３８】
　ステップＳ２０４でタイトル消去決定の指示があると、ステップＳ２０５に進み、タイ
トル消去処理を実行する。
【００３９】
　本実施形態では、代表情報として画像データそのものを記録する方式を説明したが、選
択された代表画像のファイルパスを記録する方式としてもよい。この場合、上記の方法よ
り大きい画像を再生することになるため再生処理の時間が増えるが、記録媒体１０６の使
用容量を最小限に抑えることができる。また、本実施形態では代表画像として静止画を登
録する例を説明したが、動画を記録可能なカメラであれば、代表画像として動画を登録す
ることも可能である。
【００４０】
　次に、記録媒体１０６の装着時に代表画像を再生する方法について説明する。図１０は
、記録媒体１０６が装着されたときの処理の流れを示すフローチャートである。カメラ１
００では、まずステップＳ３０１で、記録媒体１０６が装着されるまで待機し、記録媒体
装着検知部２０１により記録媒体１０６の装着が検知されると、ステップＳ３０２に進む
。ステップＳ３０２では、マウント処理手段１１２によって記録媒体１０６のマウント処
理を行う。マウント処理が終了した時点で、カメラ１００は記録媒体１０６へのファイル
アクセスが可能となる。
【００４１】
　ファイル解析に先立って、ステップＳ３０３で、代表情報有無判定手段１１５によって
代表情報が登録済みか否かを判定する。すなわち、"PRIVATE"フォルダの検索を行い、"PR
IVATE"フォルダが存在する場合、フォルダ内を検索して"TITLE.JPG"のファイルの有無を
判定する。同時に"TITLE.DAT"のファイルの有無を判定する。"TITLE.JPG"及び"TITLE.DAT
"のいずれか一方又は両方のファイルが存在した場合、代表情報が登録されていると判定
する。なお、本実施形態でいうファイル解析とは、図４でいう代表情報が登録された"PRI
VATE"フォルダに対してではなく、"DCIM"フォルダ（代表情報が登録されたフォルダ以外
の、元データが入ったフォルダ）以下に対しての解析を意味する。
【００４２】
　ステップＳ３０３で代表情報が登録済みであると判定されると、ステップＳ３０４に進
み、代表情報の再生処理を行う。代表画像は記録媒体１０６から読み出され、画像処理部
１０３によって表示用のデータに変換された後、表示部１０７に表示される。また、タイ
トルは、画像処理部１０３の処理を経て代表画像に重畳されて表示される（図６（ａ））
。この代表情報によって、ユーザは記録媒体１０６に記録されている内容を確認すること
ができる。
【００４３】
　代表情報の表示中は常に記録媒体１０６の装着の検知を行っている（ステップＳ３０５
）。このとき、カメラ１００は記録媒体１０６へのアクセスを行っていないため、装着さ
れた記録媒体１０６がユーザの探しているものでない場合、即座に記録媒体１０６を取り
外すことができる。代表情報の表示中に記録媒体１０６が取り外されたときは本処理を終
了する。
【００４４】
　また、記録媒体カバー検知部２０２によって記録媒体カバーの開閉状態の検知を行って
いる（ステップＳ３０６）。記録媒体カバーが開状態から閉状態に変化すると、ステップ
Ｓ３０７に進み、記録媒体１０６内のファイル解析を開始する。すなわち、装着された記
録媒体１０６がユーザの探しているものである場合、ユーザは記録媒体カバーを閉じるこ
とにより、記録媒体１０６内のファイル解析を開始させることができる。
【００４５】
　なお、ステップＳ３０３で代表情報が登録済みでないと判定されたときは、ステップＳ
３０７に進み、記録媒体１０６内のファイル解析を開始する。ファイル解析が終了すると
、記録媒体１０６の装着時の一連の処理が終了する。
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【００４６】
（第２の実施形態）
　上記第１の実施形態では、記録媒体１０６の装着時に、記録媒体カバーの開閉状態の検
知を行うことによりファイル解析に移行するようにしたが、第２の実施形態では、時間に
応じてファイル解析に移行するようにしている。なお、第２の実施形態に係るデジタルカ
メラの構成は図１に示したものと同様であり、ここではその説明を省略する。
【００４７】
　図１１は、記録媒体１０６が装着されたときの処理の流れを示すフローチャートである
。カメラ１００では、まずステップＳ４０１で、記録媒体１０６が装着されるまで待機し
、記録媒体装着検知部２０１により記録媒体１０６の装着が検知されると、ステップＳ４
０２に進む。ステップＳ４０２では、マウント処理手段１１２によって記録媒体１０６の
マウント処理を行う。マウント処理が終了した時点で、カメラ１００は記録媒体１０６へ
のファイルアクセスが可能となる。
【００４８】
　ファイル解析に先立って、ステップＳ４０３で、代表情報有無判定手段１１５によって
代表情報が登録済みか否かを判定する。すなわち、"PRIVATE"フォルダの検索を行い、"PR
IVATE"フォルダが存在する場合、フォルダ内を検索して"TITLE.JPG"のファイルの有無を
判定する。同時に"TITLE.DAT"のファイルの有無を判定する。"TITLE.JPG"及び"TITLE.DAT
"のいずれか一方又は両方のファイルが存在した場合、代表情報が登録されていると判定
する。
【００４９】
　ステップＳ４０３で代表情報が登録済みであると判定されると、ステップＳ４０４に進
み、代表情報の再生処理を行う。代表画像は記録媒体１０６から読み出され、画像処理部
１０３によって表示用のデータに変換された後、表示部１０７に表示される。また、タイ
トルは、画像処理部１０３の処理を経て代表画像に重畳されて表示される（図６（ａ））
。この代表情報によって、ユーザは記録媒体１０６に記録されている内容を確認すること
ができる。
【００５０】
　ステップＳ４０４で代表情報を表示すると、ステップＳ４０５に進み、計時手段である
システムタイマ手段１１６によってカウントを開始する。
【００５１】
　代表情報の表示中は常に記録媒体１０６の装着の検知を行っている（ステップＳ４０６
）。このとき、カメラ１００は記録媒体１０６へのアクセスを行っていないため、装着さ
れた記録媒体１０６がユーザの探しているものでない場合、即座に記録媒体１０６を取り
外すことができる。代表情報の表示中に記録媒体１０６が取り外されたときは本処理を終
了する。
【００５２】
　また、システムタイマ手段１１６によるカウントが所定時間経過したか否かの検知を行
っている（ステップＳ４０７）。カウントが所定時間を超えると、ステップＳ４０８に進
み、記録媒体１０６内のファイル解析を開始する。所定時間としては、ユーザが代表情報
を視認して、装着された記録媒体１０６が所望のものが否かを判断するのに充分な時間、
例えば５秒間が設定されている。
【００５３】
　なお、ステップＳ４０３で代表情報が登録済みでないと判定されたときは、ステップＳ
４０８に進み、記録媒体１０６内のファイル解析を開始する。ファイル解析が終了すると
、記録媒体１０６の装着時の一連の処理が終了する。
【００５４】
　上記第１、２の実施形態では、カメラ１００における代表情報として代表画像及び／又
はタイトルを表示する方式を説明したが、本発明は他のシステム、例えば着脱可能な記録
媒体に記録した音楽を再生する音楽プレイヤーにも応用できる。この場合、代表情報は音
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声データであり、お気に入りの楽曲の一部分を代表音声データとして登録しておけばよい
。これにより、音楽プレイヤーに記録媒体を装着したときに、記録された内容を表す代表
的な音楽が出力されるので、ユーザは瞬時に記録内容を知ることができる。この場合、音
楽プレイヤーの構成は、図１における画像処理部１０３が音声処理部、表示部１０７が音
声出力部となる。
【００５５】
（第３の実施形態）
　図１２に、第３の実施形態に係るデジタルカメラ（以下、カメラと称する）の構成を示
す。１０００はカメラ、１１００はカメラ１０００に着脱可能に装着される記録媒体であ
る。
【００５６】
　カメラ１０００の説明の前に、記録媒体１１００内の領域構成について説明する。図１
３は、記録媒体１１００内の領域構成例を示す図であり、ここではＦＡＴ（File Allocat
ion Table）ファイルシステムを例に説明する。１２０１はマスタブートレコードとパー
ティションテーブルであり、ここには記録媒体１１００内のパーティション（ファイルシ
ステム）の開始セクタ等、パーティション情報を記録する。１２０２はシステム領域であ
り、ＦＡＴや各ファイルの情報等、ファイルシステムで管理される情報を記録する。１２
０３はユーザ領域であり、ユーザが記録した画像等のデータ本体を記録する。１２０４、
１２０５はファイルシステム管理外領域であり、ファイルシステムで管理される領域内の
開始位置等を調整したことによる隙間の領域１２０４や余りの領域１２０５であり、通常
は未使用領域となる。
【００５７】
　本発明においては、ファイルシステムで利用される領域１２０１、１２０２、１２０３
を第一領域、ファイルシステムでは利用されない管理外領域１２０４、１２０５を第二領
域と記述する。
【００５８】
　図１２に説明を戻して、１０１０はレンズ・絞り機構等を含む光学系である。１０２０
は被写体を撮像する撮像素子であり、光学系１０１０入射した撮像光を電気信号に変換す
る。１０３０はカメラ信号処理部であり、撮像素子１０２０から出力される電気信号のデ
ジタル変換、各種補正等の信号処理を行う。１０４０は圧縮・伸長処理部であり、記録時
には、カメラ信号処理部１０３０から受けた信号を記録媒体１１００に記録するためのデ
ータ形式へ圧縮を行い、再生時には、記録媒体１１００から読み出した圧縮データの伸長
を行う。
【００５９】
　１０５０はＣＰＵ、メモリを含むシステムコントローラであり、各処理部の状態管理や
実行処理制御を行う。システムコントローラ１０５０は、詳しくは後述するが、ファイル
システム管理部１０５１、代表情報作成・記録処理部１０５２、代表情報有無判定処理部
１０５３、代表情報表示処理部１０５４を含んで構成される。
【００６０】
　１０６０は記録・再生制御処理部であり、ファイルシステム管理部１０５１で管理され
るファイルシステムに従って、記録媒体１１００へのデータ書き込み・読み込み制御を行
う。
【００６１】
　１０７０は記録媒体装着部であり、記録媒体１１００を装着するためのソケット等によ
り構成され、記録媒体１１００が装着されたことを検知する記録媒体装着検知機能も有す
る。
【００６２】
　１０８０は出力手段である表示・出力部であり、圧縮・伸長処理部１０４０からの出力
映像信号や、システムコントローラ１０５０からのメニュー表示信号等を受け、ビューフ
ァインダ・液晶パネル等への表示、或いは各種インターフェイスに応じた信号を出力する
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。
【００６３】
　１０９０は操作部であり、ユーザが撮影・再生実行等の各種処理実行指示や各種設定を
行うための本体ボタン・スイッチ、或いはリモコン等により構成される。操作部１０９０
は、詳しくは後述するが、代表情報指定操作部１０９１を含んで構成される。
【００６４】
　音声に関する構成要素ついては特に図示していないが、撮像素子１０２０をマイクに、
表示・出力部１０８０をスピーカーとすることで、同様の処理により音声の記録・再生が
可能である。動画記録時等には映像と共に音声も同時に収録され、圧縮・伸長処理部１０
４０で映像と音声を多重化して記録することも可能である。
【００６５】
　上記のようにして構成されるカメラ１０００では、再生モード時に記録媒体装着部１０
７０に記録媒体１１００が装着されたことを検知すると、システムコントローラ１０５０
は再生処理を開始する。
【００６６】
　システムコントローラ１０５０のファイルシステム管理部１０５１は、記録媒体１１０
０に対する複数ファイルの記録・再生・削除等の操作を可能とする。ファイルシステム管
理部１０５１は、記録・再生制御処理部１０６０を介して記録媒体１１００内の画像ファ
イルを再生するために、ファイルシステムの規則に従ってファイル数等のファイル解析を
行う。また、ファイルシステム管理部１０５１は、ファイルシステム管理外領域（第二領
域）の位置を取得するための機能を備える。
【００６７】
　システムコントローラ１０５０の代表情報作成・記録処理部１０５２は、記録媒体１１
００の第一領域の記録内容を代表する代表情報を、第二領域に記録可能なサイズ及び形式
に変換作成し、記録・再生制御処理部１０６０を介して第二領域に記録する。
【００６８】
　ここで、記録媒体１１００の第二領域に記録する代表情報は、ファイルシステム管理外
であるため、独自のデータ構造を定義する必要がある。この場合に、アクセスを容易にす
るために必要最低限の情報で、システムコントローラ１０５０の能力や、記録媒体１１０
０の最小アクセス単位等の特徴を考慮し、代表情報の取得を行いやすい構造とすることが
好ましい。
【００６９】
　図１４には、代表情報のデータ構成例を示す。代表情報１３００は、アクセスを容易に
するため、代表情報であることを示す識別子１３０１、代表情報となる画像或いは文字列
等のデータサイズ１３０２、及びそのデータ本体１３０３により構成される。更に、代表
情報（データ本体）が複数の形式を選択可能である場合には、識別子１３０１で判定する
ことも可能であるし、データ形式を判別するための情報を加えることも可能である。また
、データサイズを固定長として、データ本体１３０３の終端に特定の識別子等を付加する
ことによってデータ領域サイズを特定することも可能であり、この場合にはデータサイズ
１３０２はなくてもかまわない。
【００７０】
　システムコントローラ１０５０の代表情報有無判定処理部１０５３は、記録媒体１１０
０の第二領域に代表情報が記録されているか否かの判定を行う。ここでは、記録媒体１１
００の第二領域にアクセスし、第二領域にある識別子が代表情報識別子１３０１と一致す
るか否かの判定を行い、一致した場合には代表情報有りと判定する。
【００７１】
　システムコントローラ１０５０の代表情報表示処理部１０５４は、記録媒体１１００の
第二領域に記録された代表情報を読み出し、表示・出力部１０８０に表示する。
【００７２】
　また、操作部１０９０の代表情報指定操作部１０９１は、システムコントローラ１０５
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０の代表情報作成・記録処理部１０５２で代表画像とする画像の選択及び指定、文字入力
等の操作受付を行う。
【００７３】
　図１５、図１６は、第３の実施形態のカメラ１０００における処理の流れを示すフロー
チャートである。図１５は代表情報作成・記録を行うときの処理を示し、図１６は代表情
報を表示するときの処理を示す。
【００７４】
　まず、代表情報作成・記録を行う場合について説明する。図１５のフローチャートは、
例えば代表情報として静止画１枚を記録する場合、複数の静止画が記録されている記録媒
体１１００が記録・再生装置１０００に装着されており、静止画が確認できる状態におい
て代表情報の作成・記録を行うときに実行される。図１７は、図５と同様に、代表画像を
登録するための手順を表示・出力部１０８０に表示されるユーザインターフェイスによっ
て説明したものである。
【００７５】
　ステップＳ５０１では、代表情報指定操作部１０９１を操作し、代表情報としての代表
画像の選択を行う。ユーザは表示・出力部１０８０に表示された画像を確認しながら、記
録媒体１１００に記録された画像内容を代表する１枚を選択し（図１７（ａ））、代表画
像を決定する（図１７（ｂ）、（ｃ））。
【００７６】
　ステップＳ５０２では、代表画像に対して情報を付加するか否かの確認を行う。ここで
は、代表情報としてのタイトル（文字列）を入力するか否かの確認を行い（図６（ｄ））
、付加する場合にはステップＳ５０３を進み、付加しない場合にはステップＳ５０４に進
む。
【００７７】
　ステップＳ５０３では、情報付加処理を行う。ここでは、代表情報指定操作部１０９１
から文字入力を行い（図１７（ｅ））、タイトルとしての文字列を代表画像に付加する。
【００７８】
　ステップＳ５０４では、ステップＳ５０１で選択された代表画像と、ステップＳ５０３
で付加されたタイトルとを代表情報としてシステムコントローラ１０５０内のメモリに登
録する（図１７（ｆ））。
【００７９】
　ステップＳ５０５では、記録媒体１１００の第二領域の存在を確認するために、ファイ
ルシステム管理部１０５１で取得した第一領域の位置と第二領域の位置の関係等からその
領域サイズを取得する。
【００８０】
　ステップＳ５０６では、代表情報作成・記録処理部１０５２によって代表情報１３００
の作成を行う。ここでは、ステップＳ５０５で取得した領域サイズに、ステップＳ５０４
でメモリに登録した代表情報が収まるようデータ圧縮や変換を行う。なお、記録媒体１１
００の記録容量が小さい場合等、第二領域サイズが代表情報を記録するには非常に小さい
ことも考えられる。この場合には、代表情報として、タイトルのみに変更することも考え
られる。また、ステップＳ５０５の処理をステップＳ５０１より先に行うことで、第二領
域の容量に応じた代表情報の選択を可能にさせることも可能である。
【００８１】
　ステップＳ５０７では、代表情報作成・記録処理部１０５２によって、ステップＳ５０
６で作成した代表情報を、記録・再生制御処理部１０６０を介して記録媒体１１００の第
二領域に記録する。
【００８２】
　以上のステップＳ５０１～ステップＳ５０７の処理を行うことで、第二領域に代表情報
が記録された記録媒体１１００が作成される。
【００８３】
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　なお、ここでは代表画像１枚の例を説明したが、表示・出力部１０８０の解像度や表示
能力に応じて複数枚の画像を並べて表示することが可能であれば、代表情報としてインデ
ックス画像を作成してもよい。すなわち、ステップＳ５０１で複数画像の選択を行い、ス
テップＳ５０６で選択複数画像をそれぞれ縮小し、一画面に配置したインデックス画像と
して作成することで、代表画像により多くの情報を含ませることも可能である。
【００８４】
　次に、代表情報を表示する場合について説明する。図１６のフローチャートは、カメラ
１０００に記録媒体１１００が装着されたことを検知したときに実行される。ステップＳ
６０１では、記録・再生制御処理部１０６０によって記録媒体１１００へのアクセスを行
うためのマウント処理を行う。マウント処理では、記録媒体１１００との接続を確立し、
記録媒体１１００の識別・初期化等の処理を行う。記録媒体１１００との接続が確立でき
ない場合には、ここでエラーとなり、以後の処理は行わない。
【００８５】
　ステップＳ６０２では、ファイルシステム管理部１０５１によって記録媒体１１００の
第二領域の代表情報領域の位置を特定する。
【００８６】
　ステップＳ６０３では、代表情報有無判定処理部１０５３によってステップＳ６０２で
特定した領域位置の識別子を取得し、代表情報が存在するか否かの判定を行う。この取得
した識別子が代表情報識別子１３０１と一致し、代表情報が存在すると判定した場合には
ステップＳ６０４に進み、存在しなかった場合にはステップＳ６０６に進む。
【００８７】
　ステップＳ６０４では、代表情報表示処理部１０５４によって代表情報を記録媒体１１
００の第二領域から読み出す。ここでは、代表情報データサイズ１３０２を取得し、代表
情報データ１３０３をシステムコントローラ１０５０内のメモリに読み出す。
【００８８】
　ステップＳ６０５では、ステップＳ６０４で読み出した代表情報データの表示処理を行
う。システムコントローラ１０５０は、メモリ内のデータを表示・出力部１０８０で表示
・出力を行うのに必要な変換等の処理を行い、画像及びタイトルを表示・出力部１０８０
に表示する(図１８を参照)。
【００８９】
　ステップＳ６０６では、従来の再生処理を行うための処理同様に、第一領域のファイル
再生・操作を行うのに必要なファイルシステム解析処理を行う。ここでは、ディレクトリ
エントリ、ＦＡＴを解析し、記録媒体１１００の第一領域に記録されているディレクトリ
構造、ファイル情報等を取得する。本ステップにより、この後の第一領域へのファイルア
クセスが可能となり、再生処理等を行うことが可能となる。
【００９０】
　以上の処理により、ステップＳ５０１～ステップＳ５０７の処理で作成された第二領域
に代表情報が記録された記録媒体１１００の装着が検知された場合には、第一領域にアク
セスする前に代表情報を表示することが可能となる。また、第二領域に代表情報が存在し
ない記録媒体１１００の装着が検知された場合には、従来どおりの処理を行う。なお、こ
こでは、記録媒体１１００の装着の検知により無条件に図１６のフローチャートを実行す
るようにしたが、代表情報確認モード等を設け、そのモード選択時のみ実行するようにす
ることも可能である。
【００９１】
（第４の実施形態）
　本実施形態では、第３の実施形態で説明した代表情報記録について、撮影直後に登録を
行う場合について説明する。なお、第４の実施形態に係るデジタルカメラの構成は図１２
に示したものと同様であり、ここではその説明を省略する。
【００９２】
　図１９は、第４の実施形態のカメラ１０００における処理の流れ、具体的には代表情報
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作成・記録を行うときの処理を示すフローチャートである。図１９のフローチャートは、
カメラ１０００で記録媒体１１００のファイル操作が可能となっている状態において撮影
モードに遷移したときに実行される。
【００９３】
　ステップＳ７０１では、撮影モード遷移後、記録媒体１１００の第二領域の存在を確認
するために、ファイルシステム管理部１０５１で取得した第一領域の位置と第二領域の位
置の関係等からその領域サイズを取得する。
【００９４】
　ステップＳ７０２では、第二領域への代表情報記録準備を行い、第一領域へのファイル
記録可能な状態とし、撮影待機状態となる。
【００９５】
　ステップＳ７０３では、撮影実行操作があったか否かの判定を行う。撮影実行操作があ
った場合ステップＳ７０４に進む。ステップＳ７０４、Ｓ７０５では、従来どおりの撮影
動作として、撮影されたデータを記録形式に圧縮し、記録媒体１１００の第一領域に記録
する。
【００９６】
　ステップＳ７０６では、記録画像確認とともにその画像を代表情報として登録するか否
かの確認を行う。登録する場合にはステップＳ７０７に進み、登録しない場合にはステッ
プＳ７０９を経て撮影待機状態となる。
【００９７】
　ステップＳ７０７では、代表情報作成・記録処理部１０５２によって代表情報１３００
の作成を行う。ここでは、ステップＳ７０１で取得した領域サイズに、ステップＳ７０４
で取り込まれた画像データが収まるようデータ圧縮（再圧縮）や変換を行う。
【００９８】
　ステップＳ７０８では、代表情報作成・記録処理部１０５２によって、ステップＳ７０
７で作成した代表情報を、記録・再生制御処理部１０６０を介して記録媒体１１００の第
二領域に記録する。
【００９９】
　本実施形態によれば、撮影直後、すなわち撮影モードの一連の操作の中で撮影画像を代
表情報として登録し、第二領域に代表情報が記録された記録媒体１１００を作成すること
ができ、利便性を向上させることができる。
【０１００】
　なお、第３、４の実施形態では、本発明を記録・再生装置として機能するカメラ１００
０に適用した例を説明したが、再生装置や記録装置にも適用可能である。例えば図２０に
は、図１２に示す記録・再生装置から記録機能を除いた再生装置１２００の構成を示す。
図２０の再生装置１２００は、図１２と比較すると、光学系１０１０、撮像素子１０２０
、代表情報作成・記録処理部１０５２、代表情報指定操作部１０９１を備えていない。ま
た、圧縮・伸長処理部１０４０に代えて伸長処理部１０４１を、記録・再生制御処理部１
０６０に代えて再生制御処理部１０６１を備える。このようにした再生装置１２００にお
いてステップＳ６０１～ステップＳ６０６の処理を行うことで、代表情報が記録された記
録媒体１１００の代表情報を表示することが可能である。
【０１０１】
　記録媒体１１００の第一領域の領域構成を行う際に、第二領域を必要サイズ確保する方
法について説明する。代表情報１３００の全体サイズが確定している場合には、ファイル
システム管理部１０５１によって、ファイルシステム規約の範囲で、システム領域１２０
２以降の領域開始位置を後方にずらして、ファイルシステム領域を構成する。これにより
、代表情報を記録するための第二領域のサイズを確保することが可能となる。また、ファ
イルシステムの規約でシステム領域１２０２以降の開始位置を後方にずらすことが困難で
あるものについては、サイズの小さな記録媒体としてファイルシステムを構成してもよい
。これにより、記録媒体の記録領域の最後の部分１２０５を第二領域として確保すること
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が可能である。
【０１０２】
　なお、本発明の目的は、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラム
コードを記録した記録媒体を、システム或いは装置に供給することによっても達成される
。この場合、そのシステム或いは装置のコンピュータ（又はＣＰＵやＭＰＵ）が記録媒体
に格納されたプログラムコードを読み出し実行する。
【０１０３】
　この場合、記録媒体から読み出されたプログラムコード自体が上述した実施形態の機能
を実現することになり、プログラムコード自体及びそのプログラムコードを記憶した記録
媒体は本発明を構成することになる。
【０１０４】
　プログラムコードを供給するための記録媒体としては、例えば、フレキシブルディスク
、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、磁気テープ
、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ等を用いることができる。
【０１０５】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、上述した実
施形態の機能が実現されるだけに限らない。例えば、そのプログラムコードの指示に基づ
き、コンピュータ上で稼動しているＯＳ（基本システム或いはオペレーティングシステム
）等が実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって上述した実施形態の機能が実
現されてもよい。
【０１０６】
　更に、記録媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能
拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれる
形態でもよい。この場合メモリに書き込まれた後、そのプログラムコードの指示に基づき
、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部又は全部
を行い、その処理によって上述した実施形態の機能が実現される。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】第１の実施形態に係るデジタルカメラの構成を示すブロック図である。
【図２】記録媒体装着部の構成を示すブロック図である。
【図３】記録媒体装着部の記録媒体装着検知部及び記録媒体カバー検知部の回路構成を示
す図である。
【図４】記録媒体に記録されるファイルのファイル構成を示す図である。
【図５】第１の実施形態において代表情報を登録、消去するための手順を表示部に表示さ
れるユーザインターフェイスによって説明するための図である。
【図６】第１の実施形態において代表情報が表示された状態を示す図である。
【図７】第１の実施形態において代表情報を登録、消去するための手順を表示部に表示さ
れるユーザインターフェイスによって説明するための図である。
【図８】第１の実施形態において代表情報を登録するときの流れを示すフローチャートで
ある。
【図９】第１の実施形態において代表情報を消去するときの流れを示すフローチャートで
ある。
【図１０】第１の実施形態において記録媒体が装着されたときの処理の流れを示すフロー
チャートである。
【図１１】第２の実施形態において記録媒体が装着されたときの処理の流れを示すフロー
チャートである。
【図１２】第３の実施形態に係るデジタルカメラの構成を示すブロック図である。
【図１３】記録媒体内の領域構成について説明するための図である。
【図１４】代表情報のデータ構成例を示す図である。
【図１５】第３の実施形態において代表情報を登録するときの流れを示すフローチャート



(15) JP 5164603 B2 2013.3.21

10

20

30

40

である。
【図１６】第３の実施形態において記録媒体が装着されたときの処理の流れを示すフロー
チャートである。
【図１７】第３の実施形態において代表情報を登録するための手順を表示・出力部に表示
されるユーザインターフェイスによって説明するための図である。
【図１８】第３の実施形態において代表情報が表示された状態を示す図である。
【図１９】第４の実施形態において代表情報を登録するときの流れを示すフローチャート
である。
【図２０】本発明が適用可能な再生装置の構成例を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０１０８】
　１００　　デジタルカメラ
　１０１　　システムコントローラ
　１０２　　撮像部
　１０３　　画像処理部
　１０４　　記録媒体インターフェイス
　１０５　　記録媒体装着部
　１０６　　着脱可能な記録媒体
　１０７　　表示部
　１０８　　ユーザ操作部
　１１１　　記憶部
　１１２　　マウント処理手段
　１１３　　ファイル解析手段
　１１４　　代表情報作成手段
　１１５　　代表情報有無判定手段
　１１６　　システムタイマ手段
　２０１　　記録媒体装着検知部
　２０２　　記録媒体カバー検知部
　１０００　デジタルカメラ
　１０１０　光学系
　１０２０　撮像素子
　１０３０　カメラ信号処理部
　１０４０　圧縮・伸長処理部
　１０５０　システムコントローラ
　１０５１　ファイルシステム管理部
　１０５２　代表情報作成・記録処理部
　１０５３　代表情報有無判定処理部
　１０５４　代表情報表示処理部
　１０６０　記録・再生制御処理部
　１０７０　記録媒体装着部
　１０８０　表示・出力部
　１０９０　操作部
　１０９１　代表情報指定操作部
　１１００　着脱可能な記録媒体
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